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（１）計画策定の目的 

この計画は、県内に生息するニホンザルを鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律（平成14年法律第88号。以下「法」という。）第７条の２に基づく第二種特定鳥獣と

して、計画的な管理を実施することにより、ニホンザルの地域個体群の安定的な維持を図り

つつ、生息数を適正な水準に減少させるとともに、その行動域を適正な範囲に抑制し、地域

全体で農業被害の軽減及び人身被害の防止を図ることを目的とする。 

（２）計画策定の背景 

ニホンザルは、国内において昭和 22(1947)年まで狩猟鳥獣であり、戦後の生息環境の変化

等から全国的に群れの消滅が進んでいたとされ、平成３(1991)年の環境省レッドリストにお

いては、東北地方のニホンザル個体群を「絶滅のおそれのある地域個体群」に指定している。

（平成22(2010)年指定解除） 

本県のニホンザルについても、かつては生息域や生息数が限られ、奥羽山系及び朝日・飯

豊・吾妻山系の県境付近に生息するに過ぎなかったが、昭和 50 年代(1975～1984)頃から徐々

に生息域の拡大と生息数の増加が進み、県北部の一部地域を除く多くの山系で生息が確認さ

れるようになって山麓の農村集落や一部市街地へも出没し、その状況は現在まで進行してい

る。 

ニホンザルの生息域の拡大と生息数の増加に伴い、本県における農作物被害は、平成２

(1990)年頃から増加傾向を強め、近年まで高水準で推移しており、全国の中でも大きな被害

額となっている。 

こうした状況を踏まえ、地域個体群の安定的な維持と農作物被害の低減を図ることを目的

として、平成 19(2007)年３月に山形県ニホンザル保護管理計画の第１期計画（計画期間：平

成 19(2007)年度～23(2011)年度）、引き続き平成 24(2012)年３月に第２期計画（計画期間：

平成 24(2012)年度～平成 28(2016)年度）を策定し、ニホンザルの保護管理に取り組んできた。 

本県のニホンザルについては、農作物被害を依然として多く発生させている状況や新たな

地域における被害発生が懸念されることから、平成 26(2014)年に改正された法に基づきニホ

ンザルを第二種特定鳥獣として、平成 27(2015)年５月、山形県ニホンザル管理計画（計画期

間：平成 27(2015)年度～平成 28(2016)年度）を改めて策定している。第３期（平成 29(2017)

年度～令和３(2021)年度）に引き続き、第４期（令和４(2022)年度～令和８(2026)年度）の

期間においても、生息数の水準と行動域の範囲を適正なものとなるよう適切に管理を図って

いく必要があるため、第二種特定鳥獣管理計画として本計画を策定するものである。 

 

この計画は、本県に生息する野生のニホンザル（Macaca fuscata）を対象とする。 

 

令和４(2022)年４月１日から令和９(2027)年３月31日まで 

 

この計画は、対象地域を県内全域とする。 

１ 計画策定の目的及び背景 

２ 管理すべき鳥獣の種類 

３ 計画の期間 

４ 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域 
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（１）ニホンザルの生息状況 

 ア 分布状況 

本県におけるニホンザルの群れは、戦前から戦後にかけては、蔵王連峰や御所山、神室山

など奥羽山系、鳥海山、朝日山系、飯豊山系、吾妻山系といった山々の山頂近くや奥山地域

（18 メッシュ）に生息するのみであったが、昭和 50 年代(1975～1984)ごろから徐々に分布を

拡大してきたとみられ、平成 10(1998)年の自然環境保全基礎調査では、奥羽山系南東部、吾

妻山系、飯豊山系、朝日山系西部の山麓地域で群れが確認されている。また、群れから離れ

て行動する個体（以下「ハナレザル」という。）については、群れが確認されていない県中

央部や県北部においても生息が確認されており、これらのことから、ニホンザルは、県全域

に分布しているということができる。（図１） 

ニホンザルの群れ数は、これまでの調査から概ね100群前後の数とみられる。生息数を推定

するための調査は実施していないために精度の高い生息数推定はできないが、群れの数や群

れ以外の個体の分布状況から概ね4,000頭前後（3,000頭から5,000頭程度）と考えられる。 

また、米沢市では吾妻山系に生息している群れにいる「白猿」を、市指定天然記念物に指

定して保護している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図１) 山形県でのニホンザル分布状況の変化（2000年以前） 

 

 

（２）ニホンザルの生息環境 

ニホンザルの食性は雑食性で、季節に応じて堅果類の実など植物の果実や種子、葉や芽、

キノコ、昆虫などを食べ、冬期には樹皮を食べるなど、森林の生息環境に強く依存した動物

である。県土の７割を森林が占める本県は、ニホンザルの生息に適した環境を多く有すると

いうことができる。（表１） 

 

 

５ ニホンザルに関する現状  

E641 E641 E641

F503 F504 F503 F504 F503 F504

E562 E571 E572 F501 F502 E562 E571 E572 F501 F502 E562 E571 E572 F501 F502

E464 E473 E474 F403
F404

F413 F414 E464 E473 E474 F403 F404 F413 F414 E464 E473 E474 F403 F404 F413 F414

E462 E471 E472
F401

F402 F411 F412 F421 F422 E462 E471 E472 F401 F402 F411 F412 F421 F422 E462 E471 E472 F401 F402 F411 F412 F421 F422

E364 E373 E374 F303 F304 F313 F314 F323 F324 F333 F334 E364 E373 E374 F303 F304 F313 F314 F323 F324 F333 F334 E364 E373 E374 F303 F304 F313 F314 F323 F324 F333 F334

E361 E362 E371 E372 F301 F302 F311 F312 F321 F322 F331 F332 E361 E362 E371 E372 F301 F302 F311 F312 F321 F322 F331 F332 E361 E362 E371 E372 F301 F302 F311 F312 F321 F322 F331 F332

E263 E264 E273 E274 F203 F204 F213 F214 F223 F224 F233 F234 F243 E263 E264 E273 E274 F203 F204 F213 F214 F223 F224 F233 F234 F243 E263 E264 E273 E274 F203 F204 F213 F214 F223 F224 F233 F234 F243

E261 E262 E271 E272 F201 F202 F211 F212 F221 F222 F231 F232 F241 F242 E261 E262 E271 E272 F201 F202 F211 F212 F221 F222 F231 F232 F241 F242 E261 E262 E271 E272 F201 F202 F211 F212 F221 F222 F231 F232 F241 F242

E163 E164 E173 E174 F103 F104 F113 F114 F123 F124 F133 F134 F143 F144 E163 E164 E173 E174 F103 F104 F113 F114 F123 F124 F133 F134 F143 F144 E163 E164 E173 E174 F103 F104 F113 F114 F123 F124 F133 F134 F143 F144

E152 E161 E162 E171 E172 F101 F102 F111 F112 F121 F122 F131 F132
F141 F142

F151 E152 E161 E162 E171 E172 F101 F102 F111 F112 F121 F122 F131 F132 F141 F142 F151 E152 E161 E162 E171 E172 F101 F102 F111 F112 F121 F122 F131 F132 F141 F142 F151

E053 E054 E063 E064 E073 E074 F003 F004 F013 F014 F023 F024 F033 F034 F043 F044 F053 E053 E054 E063 E064 E073 E074 F003 F004 F013 F014 F023 F024 F033 F034 F043 F044 F053 E053 E054 E063 E064 E073 E074 F003 F004 F013 F014 F023 F024 F033 F034 F043 F044 F053

E042 E051 E052 E061 E062 E071 E072 F001 F002 F011 F012 F021 F022 F031 F032 F041 F042 F051 E042 E051 E052 E061 E062 E071 E072 F001 F002 F011 F012 F021 F022 F031 F032 F041 F042 F051 E042 E051 E052 E061 E062 E071 E072 F001 F002 F011 F012 F021 F022 F031 F032 F041 F042 F051

C744 C753 C754 C763 C764 C773 C774 D703 D704 D713 D714 D723 D724 D733 D734 D743 D744 C744 C753 C754 C763 C764 C773 C774 D703 D704 D713 D714 D723 D724 D733 D734 D743 D744 C744 C753 C754 C763 C764 C773 C774 D703 D704 D713 D714 D723 D724 D733 D734 D743 D744

C742 C751
C752 C761

C762 C771 C772 D701 D702 D711 D712 D721 D722 D731 D732 D741 D742 C742 C751 C752 C761 C762 C771 C772 D701 D702 D711 D712 D721 D722 D731 D732 D741 D742 C742 C751 C752 C761 C762 C771 C772 D701 D702 D711 D712 D721 D722 D731 D732 D741 D742

C643 C644 C653 C654 C663 C664 C673
C674

D603 D604 D613 D614 D623 D624 D633 D634 D643 D644 C643 C644 C653 C654 C663 C664 C673 C674 D603 D604 D613 D614 D623 D624 D633 D634 D643 D644 C643 C644 C653 C654 C663 C664 C673 C674 D603 D604 D613 D614 D623 D624 D633 D634 D643 D644

C641 C642 C651 C652 C661 C662 C671 C672 D601 D602 D611 D612 D621 D622 D631 D632 D641 D642 C641 C642 C651 C652 C661 C662 C671 C672 D601 D602 D611 D612 D621 D622 D631 D632 D641 D642 C641 C642 C651 C652 C661 C662 C671 C672 D601 D602 D611 D612 D621 D622 D631 D632 D641 D642

C554 C563 C564 C573 C574 D503 D504 D513 D514 D523 D524 D533 D534 D543 D544 C554 C563 C564 C573 C574 D503 D504 D513 D514 D523 D524 D533 D534 D543 D544 C554 C563 C564 C573 C574 D503 D504 D513 D514 D523 D524 D533 D534 D543 D544

C552 C561 C562 C571 C572 D501 D502 D511 D512 D521 D522 D531 D532 D541
D542

C552 C561 C562 C571 C572 D501 D502 D511 D512 D521 D522 D531 D532 D541 D542 C552 C561 C562 C571 C572 D501 D502 D511 D512 D521 D522 D531 D532 D541 D542

C454 C463 C464 C473 C474 D403 D404 D413 D414 D423 D424 D433 D434 D443 D444 C454 C463 C464 C473 C474 D403 D404 D413 D414 D423 D424 D433 D434 D443 D444 C454 C463 C464 C473 C474 D403 D404 D413 D414 D423 D424 D433 D434 D443 D444

C452 C461 C462 C471 C472 D401 D402 D411 D412 D421 D422 D431 D432
D441

D442 C452 C461 C462 C471 C472 D401 D402 D411 D412 D421 D422 D431 D432 D441 D442 C452 C461 C462 C471 C472 D401 D402 D411 D412 D421 D422 D431 D432 D441 D442

C364 C373 C374 D303 D304 D313 D314 D323 D324 D333 D334 D343 C364 C373 C374 D303 D304 D313 D314 D323 D324 D333 D334 D343 C364 C373 C374 D303 D304 D313 D314 D323 D324 D333 D334 D343

C371 C372 D301 D302 D311 D312 D321 D322 D331 D332 D341 C371 C372 D301 D302 D311 D312 D321 D322 D331 D332 D341 C371 C372 D301 D302 D311 D312 D321 D322 D331 D332 D341

C264
C273

C274 D203 D204 D213 D214 D223 D224 D233 D234 C264 C273 C274 D203 D204 D213 D214 D223 D224 D233 D234 C264 C273 C274 D203 D204 D213 D214 D223 D224 D233 D234

C251 C252
C261 C262

C271 C272 D201 D202 D211 D212 D221 D222 D231
D232

C251 C252 C261 C262 C271 C272 D201 D202 D211 D212 D221 D222 D231 D232 C251 C252 C261 C262 C271 C272 D201 D202 D211 D212 D221 D222 D231 D232

C153 C154 C163 C164 C173 C174 D103 D104 D113 D114 D123 D124 D133 D134 C153 C154 C163 C164 C173 C174 D103 D104 D113 D114 D123 D124 D133 D134 C153 C154 C163 C164 C173 C174 D103 D104 D113 D114 D123 D124 D133 D134

C151 C152 C161 C162 C171 C172 D101 D102 D111 D112 D121 D122 D131 D132 C151 C152 C161 C162 C171 C172 D101 D102 D111 D112 D121 D122 D131 D132 C151 C152 C161 C162 C171 C172 D101 D102 D111 D112 D121 D122 D131 D132

C053 C054 C063 C064 C073 C074 D003 D004 D013 D014 D023 D024 D033 C053 C054 C063 C064 C073 C074 D003 D004 D013 D014 D023 D024 D033 C053 C054 C063 C064 C073 C074 D003 D004 D013 D014 D023 D024 D033

C051 C052 C061 C062 C071 C072 D001 D002 D011 D012 D021 C051 C052 C061 C062 C071 C072 D001 D002 D011 D012 D021 C051 C052 C061 C062 C071 C072 D001 D002 D011 D012 D021

A753 A754 A763 A764 A773 A774 B703 B704 B713 B714
B723

A753 A754 A763 A764 A773 A774 B703 B704 B713 B714 B723 A753 A754 A763 A764 A773 A774 B703 B704 B713 B714 B723

A751
A752

A761 A762 A771 A772 B701 B702 B711 B712 B624 A751 A752 A761 A762 A771 A772 B701 B702 B711 B712 B624 A751 A752 A761 A762 A771 A772 B701 B702 B711 B712 B624

A653 A654 A663 A664 A673 A674 B603 B604 B613 B614 B623 A653 A654 A663 A664 A673 A674 B603 B604 B613 B614 B623 A653 A654 A663 A664 A673 A674 B603 B604 B613 B614 B623

A651 A652 A661 A662 A671 A672 B601 B602 B611 B612 B621 A651 A652 A661 A662 A671 A672 B601 B602 B611 B612 B621 A651 A652 A661 A662 A671 A672 B601 B602 B611 B612 B621

A554 A563 A564 A573 A574 B503 B504 B513 B514 B523 A554 A563 A564 A573 A574 B503 B504 B513 B514 B523 A554 A563 A564 A573 A574 B503 B504 B513 B514 B523

A572 B501 B502
B511 B512

B521 A572 B501 B502 B511 B512 B521 A572 B501 B502 B511 B512 B521

B404 B413
B414

B404 B413 B414 B404 B413 B414

群れ 群れ 群れ

群れ以外 群れ以外

１９２３～１９６４年 １９９８年１９７８年
( 雑誌「にほんざる」４号より ) ( 第５回自然環境保全基礎調査による )( 第２回自然環境保全基礎調査による )
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(表１) 山形県の土地利用区分面積 

区 分 面 積 構成比    

総 数 932,346 ha 100.0 ％     

森 林 669,254 ha 71.8 ％ ⇒ 森林面積の内訳  

原 野 884 ha 0.1 ％  林 種 面 積 構成比 

農用地 123,169 ha 13.2 ％  針葉樹 186,000ha 27.7 ％ 

水面・河川・水路 25,135 ha 2.7 ％  広葉樹 441,000ha 65.8 ％ 
道 路 26,964 ha 2.9 ％  無立木地 43,000ha 6.5 ％ 

宅 地 28,547 ha 3.1 ％   （2020年林業統計）

その他 58,393 ha 6.3 ％      

（山形県県土利用政策課「土地利用現況把握調査」H30(2018).10） 

 

過去のニホンザルの分布状況の変化をみると、大正 12(1923)年から昭和 39(1964)年の約 40

年の間、ニホンザルは、高山の山頂部など奥山の最深部に限って分布していたが、その後、

昭和 53（1978）年、平成９(1998)年と約 30 年の間に分布する地域を拡大させ、里山から耕作

地、農村集落に出没するようになった。ニホンザルは本来、森林の生息環境に強く依存した

動物であるが、資材や燃料として人が森林を活発に利用し、またニホンザルが狩猟対象とな

っていた時代には、人の活動が及びにくい奥山などで細々と生息していたが、狩猟対象から

除外（昭和 22(1947)年９月）され、また、社会構造が変化して森林における人の活動が低下

してくると、ニホンザルは本来の生息適地である山腹・山麓の森林に生息場所を拡大させ、

更に林縁部に近い耕作地や集落にまで行動域を広げてきたと考えられる。 

現在、県北部に位置する鳥海山系、神室・加無山系の地域や県中央部の出羽丘陵東部地域

において群れの分布は少ないが、山腹・山麓に広がるブナ・ナラなど広葉樹の森林は、他の

地域同様にニホンザルの生息環境に適しており、今後の分布拡大が予想される。（図１） 

 

（３） 農作物の被害状況 

県内のニホンザルによる農作物被害は、昭和 55 年(1980)に桑の被害が報告されたのが最初

とされる。昭和 60(1985)年に水稲のほか、クリ（山形市）、ぶどう（高畠町）といった果樹

への被害が発生して以降、果樹を中心に被害が徐々に増え始め、平成 10(1998)年には被害額

が１億円を超え、平成18(2006)年までは２億円前後の高い被害額で推移している。 

対策の実施効果や作付の減少等の理由から減少傾向にあるものの、令和元(2019)年度は約

６千３百万円、令和２(2020)年度は約６千４百万円と、依然被害は少なくない状況である。

平成 27(2015)年度以降、被害金額等は横ばいとなっており、今後とも農作物被害の減少に向

けた効果的な対策を推進していく必要がある。（図２） 
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(図２) 山形県におけるニホンザルによる農作物被害面積、被害量、被害金額の推移 

（S59～R2(1984～2020)農林水産省農作物被害状況調査） 

 

令和２(2020)年度における本県の農作物被害額においては、ニホンザルの割合は鳥獣全体

の被害額の約13％を占め、イノシシ、カラスに続く順位となる。（図３） 

全国の令和２年度のニホンザルによる被害額は約８億６千万円で、本県は３番目に大きい

被害額となっている。被害量では９番目であることから、本県の果樹を代表するおうとうや

ぶどうといった販売単価の高い作物に被害を発生させることがニホンザルによる被害額を大

きくする要因となっている。 

県内の果樹の栽培面積は昭和 51(1976)年をピークに減少傾向にあり、地域によっては、鳥

獣による被害を理由に作付を止めたこともその原因の一つとなっている。全体として果樹の

栽培面積は減少しているが、おうとうの栽培面積は比較的維持されており、その比率が高ま

っていることから、今後、販売単価の高いおうとうの被害を防止することが被害額を減少さ

せるポイントとなると考えられる。（図４） 
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(図３) 山形県の農作物被害額の鳥獣種別毎内訳 

（R2(2020) 農作物被害状況調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図４) 山形県の果樹栽培面積の推移 

（農林水産省 S31～R2(1956～2020)耕地及び作付面積統計） 

 

 

 

 

（単位：千円） 

（単位：ｈ
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（４）山形県ニホンザル管理計画の計画期間における状況変化 

平成10(1998)年頃から農作物被害額が１億円を超えるような状況になってきたことから、本

県では、法に基づく第二種特定管理計画（平成27(2015)年５月まで特定鳥獣保護管理計画）を

定め、農作物被害防除や個体数調整等の対策に取り組んできた。 

山形県ニホンザル保護管理計画の第１期計画を策定した平成19(2007)年度以降の実施状況及

びこれに伴うニホンザルの変化は以下のとおりである。 

 

ア 計画に基づく農作物被害防除、生息環境管理の取組み 

第１期から第２期の計画においては、被害を出しているニホンザルの群れについて、あま

り被害を出さない群れに質的改善を図ることを目標に、被害対策の普及を図ることとしてき

た。 

被害対策の普及を図るための短期目標として、主に被害者が電気柵、簡易防止柵などの設

置、追払いの実施や放置農作物の除去など、自らの被害場所にニホンザルを近づけないため

の対策に取り組むこととし、中期目標としては、農作物被害対策や森林整備効果などを多角

的に検討し、緩衝林帯整備や接近警戒システム等を活用した組織的な追払いなど、地域ぐる

みの対策を行うこととしてきた。更に、このような対策の継続的な取組みを通して被害地周

辺がニホンザルにとって生息しづらい環境となるような地域づくりを継続し、棲分けによる

人とニホンザルの共存を図ることを長期目標に定めてきた。 

こうした目標に向け、ニホンザルによる被害が発生している各地域では、各地に設置した

協議会等を通じて情報交換を図りながら、電気柵等の侵入防止柵の設置や地域ぐるみの追払

い等の被害防除、緩衝林帯整備や廃果除去等の生息環境管理に取り組んできた。 

また、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律（平成

19(2007)年法律第134号。以下「特措法」という。）に基づく被害防止計画を策定し、被害

防止対策に取り組む市町村は、第１期で急激に増加した。第２期では被害対策が必要な市町

村での策定が概ね進んでおり、被害が報告されていない最上地域の市町村においても、被害

の未然防止として被害防止計画に基づく対策への取組みが始まった。第３期においても、引

き続き市町村による策定が進み、令和３(2021)年度時点でニホンザルを対象とした被害防止

計画の策定市町村数は24となっている。（表２） 

 

(表２) 山形県ニホンザル管理計画に基づく管理の経過 

 

年度 H19 

(2007) 

H20 

(2008) 

H21 

(2009) 

H22 

(2010) 

H23 

(2011) 

H24 

(2012) 

H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

計画 ニホンザル保護管理計画 ニホンザル保護管理計画 ニホンザル管理計画 

策定期 第１期 第２期 

実施計画策定 

市町村数 
2 4 7 10 11 13 13 13 13 13 

実
施
計
画 

対
象 

群数 16 31 70 90 98 106 96 106 109 109 

推定 

頭数 800 1,700 3,200 4,000 4,300 5,100 4,400 4,900 5,300 5,400 

捕

獲

数 

個体数調整 33 180 261 462 251 606 466 729 425 492 

有害捕獲 290 181 108 66 139 7 4 2 0 1 

合計 323 361 369 528 390 613 470 731 425 493 

被害防止計画策定市

町村数（ニホンザル

を対象） 

 
3 10 13 13 13 14 14 16 17 
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※１ Ｒ２（2020）年度からは有害捕獲実施計画 

 

イ 計画に基づく個体数調整の取組み 

第１期の山形県ニホンザル保護管理計画以来、市町村がニホンザル管理事業実施計画（以

下「実施計画」という。）を策定した場合、加害度の高い群れについて１年間以内の期間で

個体数調整を行う仕組みが導入されてきた。 

第１期において、当初は有害鳥獣捕獲許可による個別捕獲が大きな比率を占めていたが、

加害度の高い群れが生息する市町村において実施計画が策定されるよう推進した結果、第２

期に入ると捕獲のほとんどが個体数調整に基づき行われるようになっている。このことから、

第２期においては、加害度の高い群れが生息し、個体数調整を行う必要のある市町村では概

ね実施計画の策定が進んだものと評価できる。 

また、第３期においては、第12次鳥獣保護管理事業計画が令和２(2020)年３月に一部変更

され、有害鳥獣捕獲のための捕獲許可の期間が「１年以内」となった。（ただし、第12次鳥

獣保護管理事業計画の第四５（１）規定の「市町村第二種特定鳥獣管理事業実施計画」に準

拠した計画を定め、捕獲を実施する場合に限る。）このため、今後は計画的な捕獲がより進

むと考えられる。 

捕獲数の推移については、第３期では、第２期に比べ概ね捕獲数が増加の傾向にある。そ

の一方で、実施計画の対象とするニホンザルの群れの数及び推定頭数も増える傾向にあるこ

とを考えると、市町村及び住民が認知する「被害を出すニホンザルの群れ・頭数」は増えて

いることになる。 

この他、南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会が、県域をまたがる広域地域において、野生鳥

獣による被害防止対策の充実・強化を図るとともに、関係機関の連携の下、総合的な被害防

止体系を確立し、農林水産業被害の軽減等に資することを目的に平成19(2007)年度に設立さ

れ、福島県、宮城県及び山形県内の農業協同組合と市町による取組みが行われている。 

県内では、山形市、上山市、天童市、東根市、村山市、尾花沢市、米沢市、南陽市、高畠

町、山形農業協同組合、東根市農業協同組合、山形おきたま農業協同組合が構成員になって

おり、ニホンザルについては、被害防止対策の充実・強化を図り、総合的な被害防止体系を

確立し、地域農業被害の軽減と農業生産の安定化を目的に、生息状況調査、捕獲檻の導入、

追払い・追上げ活動及び電波発信機の導入等を行っている。 

 

年度 H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

計画 ニホンザル管理計画 

策定期 第３期 

実施計画策定 

市町村数(※１) 
13 13 10 14 14 

実
施
計
画 

対
象 

群数 88 89 95 101 97 

推定 

頭数 
5,500 5,500 4,800 5,500 4,200 

捕

獲

数 

個体数調整 620 0 0 0  

有害捕獲 4 478 858 896  

合計 624 478 858 896  

被害防止計画策定市

町村数（ニホンザル

を対象） 

20 22 23 24 24 
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ウ 計画の対象とする群れ数分布の推移 

毎年度県で実施している野生動物に関する市町村アンケート調査の結果から、計画の対象

とするニホンザルの群れ及びハナレザルの分布を図示し（図５）、第３期の開始年度となる

平成29(2017)年度以降の分布を比較した。 

 

 〈平成29 年度〉  ⇒   〈平成30 年度〉  ⇒   〈令和２ 年度〉 

  (2018 年度)        (2019 年度)        (2020 年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(図５) 計画の対象とする群れ数の分布比較 

 

県の東部（北部を除く奥羽山脈沿いの地域）ではニホンザルの分布に変化が無いか又はや

や縮小する傾向にある一方で、平成30(2018)年以降は庄内北部及び西置賜北部等で新たに確

認されるようになった。 

本県の中で比較的早い時期からニホンザルの活動が活発な奥羽山脈沿いの地域においては、

被害防除対策、生息環境管理及び個体数調整（捕獲対策）の取組みが進められてきた結果、

その地域の群れの行動は頭打ち又は抑制の傾向があるものの、現在被害がないとされる地域

の群れや他地域から群れが移動・拡散した地域で、今後、ニホンザルの活動が活発となり、

新たに農作物被害を発生させることが懸念される。 

 

（５）第３期計画期末におけるニホンザルの出没状況 

令和３(2021)年度に県内市町村を対象に実施した「野生動物に関する市町村アンケート調

査」によると、市町村が把握するニホンザルの群れは97群で、これらの群れ及びその他のハ

ナレザルは21市町村162地区に出没し、そのほとんどが被害を発生させている。 

97群のうち、87％（86群）が通年集落に出没し、人や車を見ても追い払わない限り逃げな

いような人馴れのレベルであり、68％（66群）が農地にほとんど通年出没し、数頭が幹線道

路を越えて、人家の庭先にまで出没するような状況である。 

また、群れによる被害の発生種別を見ると、その98％（95群）が農作物被害を発生させて

おり、次いで49％（48群）が生活被害、24％（23群）が林産物被害を発生させているとの回

答がある。 
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（１）基本目標 

本県に生息するニホンザルの群れ又は個体が、農地や集落など人の生活領域に接近、侵入す

ることを防止し、これらの地域で被害を発生させる状況を可能な限り減らしていくとともに、

特に被害を出す群れ又は個体についてはこれを除去し、被害を加える群れ又は個体の数を中長

期的に減少させ、人とニホンザルとの共存を図ることを基本目標とする。 

 

（２）管理の方策と基本的な考え方 

   ニホンザルの管理には、被害防除対策、生息環境管理、個体群管理（捕獲対策）の３つの対

策を、地域の状況に応じて適切に組み合わせて実施することが必要であることから、特定鳥獣

保護・管理計画作成のためのガイドライン（ニホンザル編・平成27年度）に準じ、下記ア～エ

の取組みを総合的に実施していくこととする。 

   また、下記ア～ウについては、住民が主体となって集落全体で対策に取り組めるよう推進し

ていく。 

ア 被害防除対策の徹底 

里山の林縁部を生息域に含める群れ又はハナレザルは、農作物に依存することで栄養状態

を高め、繁殖を拡大させることから、これを抑制するとともに、農地における摂食が集落、

更には市街地への侵入の誘引になることを防止するため、ニホンザルによる農作物被害が表

れている地域の農業者は、電気柵などの侵入防止柵で自らの農地の農作物をしっかりと守り、

ニホンザルの農作物への依存と行動域の拡大を抑制していく。 

イ 生息環境管理の普及・徹底 

ニホンザルにとって、農作物以外にも集落内及び周辺里地の放任果樹や農地における廃果

等が採餌の対象となり、集落への誘引となることから、これらを徹底して除去するとともに、

里山の林縁部の緩衝林帯整備、農地周辺の雑草やヤブの刈払い、樹木の伐採、里山の放任果

樹伐採など、農地や集落へニホンザルが接近、侵入しにくい環境づくりに向けた取組み（集

落環境管理）を普及し、徹底させていく。 

ウ 組織的な追払いによる棲分けの推進 

ニホンザルが農地や集落に接近、侵入してきた場合、可能な限り地域ぐるみで連携し、こ

れを繰り返し追い払うことで、侵入初期においては即時的に被害防止の効果を得るとともに、

ニホンザルの人里への接近意欲を鈍らせ、中長期的に人とニホンザルとの棲分けを図ってい

く。 

エ 群れの状況に応じた個体数調整等の推進 

農作物等への加害の程度が小さい群れに対し過剰な捕獲を行った場合、群れの拡散を生み、

かえって被害の拡大を招くおそれがあることから、被害の防止又は軽減を図るためには、ア

～ウの対策による取組みを基本とするが、加害が習慣化した群れや個体に対しては、加害の

程度や群れの密集度に応じた適切な方式で捕獲を行うことで、加害の程度を低下させ、人と

ニホンザルとの棲分けが可能な生息密度に向け個体数の調整を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

６ 管理の目標 
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（１）被害防除対策 

ア ニホンザルは四肢を使って高い障害物であってもよじ登り、乗り越えることができること

から、農作物被害を確実に防止するには、電気柵を設置し、侵入防止効果が持続されるよう

適切な管理を維持することが最も有効であることから、この普及を推進する。 

電気柵による効果を持続させるには、漏電によりショック効果が低下しないよう、周辺の

こまめな除草や電線のたるみ等がないかの確認作業を継続するなど、十分な管理を行ってい

く必要がある。こうした管理の労力を軽減するため、ネット柵の上部にのみ電線を回す形式

の侵入防止柵を選択するなど、電気柵を導入する際には、あらかじめ管理のための労力を想

定した上で形式や設置場所、延長を決定する必要がある。 

また、ニホンザルは、農地周辺の樹木や小屋などの建物の屋根に登り、電気柵を飛び越え

ることがあるため、電気柵を設置する際には、こうしたことも考慮の上、必要に応じて支障

となる樹木の伐採を行うなど、設置場所の選定や周辺環境の整備を図ることも必要である。 

イ 電気柵以外の簡易な侵入防止柵の設置については、電気柵に比べてニホンザルの侵入を防

止する効果は高くないが、刈払い等の環境整備や追払い等、他の対策と複合的に行うことに

よって被害を減少させ、農地や集落への接近意欲を鈍らせる効果を高めていくものとする。 

ウ ニホンザルによる被害防止に継続的な効果を発揮していくためには、電気柵等により農地

を守る取組みが、地域において可能な限り広く行われることが必要である。 

このことから、市町村、総合支庁、農業協同組合の担当職員は、技術指導や巡回等の機会

を通じ、被害が発生する地域の農業者に対し、侵入防止柵の適切な設置及び維持管理につい

て助言するとともに、被害が発生する地域全体での取組みとなるよう努めるものとする。 

エ 侵入防止柵を設置するにあたっては、農林水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金や県によ

る支援制度を活用しながら、ツキノワグマやイノシシなど他の鳥獣に対する効果も考慮し、

周辺の農地や里山の管理などと合わせ総合的な対策として実施していく。また、農業者は、

県が行う鳥獣被害対策指導者養成研修等に参加した指導者の助言を受け、又は市町村が行う

研修等へ自ら参加し、適切な設置及び維持管理を図ることを推奨する。 

 

（２）生息環境管理 

ア 農地や集落にニホンザルを誘引する原因となる廃果等の放置をしないよう、また集落内や

周辺の放任果樹を徹底的に管理する必要がある。収穫しない、あるいは管理のできない果樹

は伐採を検討し、農地周辺には農作物を放置せず、廃棄する場合は埋却するなど適切に処分

する。 

イ ニホンザルが接近、侵入しにくい環境とするため、農地や集落の周辺においてニホンザル

が身を隠しやすい雑草やヤブの刈払い、電気柵等を飛び越える足掛かりとなり得る樹木の伐

採等を行うこととする。 

ウ 野生鳥獣被害対策として緩衝林の整備を図った場合には、里山林の林縁部について下層植

生の除草を継続して実施し、ニホンザルが近づきにくい集落環境にすること。緩衝林整備の

効果を持続させるには、林縁部の除草が重要となるから、市町村が整備するにあたっては、

除草管理の継続が容易かどうか、地元で維持管理を担う地域住民等と予め地形等の条件を確

認し、合意を図っておくことが望ましい。 

エ ニホンザルによる被害が頻発する集落にあっては、市町村、総合支庁、農業協同組合の担

当職員が、住民とともに集落内及び周辺の農地を歩き、放任果樹、廃果の放置、被害農地ま

での侵入経路などを現場で確認する集落点検を実施するものとする。この過程で得た情報を

７ 具体的な管理目標及び管理方式 
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地図上に落として集落における侵入防止の弱点や誘引物について住民と認識を共有し、刈払

いの実施や樹木の伐採、更には電気柵等の設置など、必要な取組みを指導・支援するものと

する。 

 

（３）組織的な追払い 

ア 農地や集落に出没したニホンザルを、ロケット花火、電動エアガン、パチンコなど様々な

威嚇手段を用いて後背地の里山林などに追い払い、即時的に被害を防止する。 

特に電気柵の設置等が行われていない、侵入初期の農地や集落にあっては、ニホンザルの

侵入を確認次第、可能な限り速やかに追払いに取り組み、ニホンザルがその集落環境に馴れ、

定着につながることを防止する。 

イ ニホンザルが出没したら１頭であっても必ず追い払い、ニホンザルが農地や集落の外、可

能な限り農地等の後背地にある里山林などまで残らず逃げたことを確認する。 

ウ ニホンザルの人里への接近意欲を鈍らせ、中長期的に人とニホンザルとの棲分けの推進を

図るには、農作物被害対策、生息環境管理の取組みと合わせて可能な限り地域ぐるみで連携

し、繰り返して追払いを行うことが重要である。組織的な追払いをより効率的に行うには、

電波発信機の装着された個体を含む群れの接近を事前に把握し、追払いに参加する住民に伝

達することも有効である。 

 

（４）個体数調整 

個体数調整のための捕獲は、（１）から（３）の対策への十分な取組みとともに実施し、

捕獲による群れの変化から新たな被害を生むことのないように留意する。 

ア 市町村による個体数調整 

被害が発生した又は発生するおそれのある地域の市町村長が、本計画に基づきニホンザル

の数の調整を行う場合には、当該市町村に係る実施計画を市町村ニホンザル管理事業実施計

画作成要領に基づき作成し、原則として年度当初に定めることとする。 

（ア）実施計画の記載事項 

実施計画には、当該年度における次に掲げる事項を記載するものとする。但し、農作物

被害が発生するおそれのあるものとして定める場合、ｂの事項には、被害がない旨を記載

すること。 

a. 生息状況（群れの名称、行動域、推定生息頭数） 

b. 被害状況（被害作物、被害金額） 

c. 管理の目標（地区毎の被害防除対策、生息環境管理、個体数調整の方針） 

d. 捕獲による数の調整に関する事項（捕獲期間、群れごとの捕獲上限数） 

e. 計画期間 

f. 生息分布及び被害区域図 

当該市町村長がニホンザルを対象鳥獣として、特措法第４条第１項の規定による被害防

止計画を定めている場合には、これと整合性を図ること。 

（イ）ニホンザルの数の調整を目的とした捕獲等の許可 

実施計画に基づくニホンザルの数の調整を目的とする法第９条第１項による捕獲等の許

可の申請があった場合、知事（特措法の規定により許可権限を有する市町村長）は１年以

内の期間で許可を行うものとする。 

イ 捕獲の方法等 

実施計画に基づく個体数調整のための捕獲の主体は市町村を原則とし、捕獲方法は銃器

（散弾銃を原則とする。）又はわなとする。 
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その他、個体数調整のための捕獲許可の基準は、第13次山形県鳥獣保護管理事業計画の規

定による。 

ウ 群れの状況に応じた捕獲の方針 

市町村が個体数調整を行う場合、次の方針を参考に実施計画を定め、捕獲を実施するもの

とする。 

ただし、適切な捕獲を行うに当たっては、捕獲対象となる群れの加害状況、群れの行動、

近隣の群れの状況及び群れの規模等の把握が重要であるので、特に群れ捕獲については、特

定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン（ニホンザル編、環境省）に準じて調査等

を行った上で実施することとする。 

（ア）捕獲方式の種別 

① 群れ捕獲（集団捕獲） 

加害の程度が極めて高く、また、被害対策を実施しても被害が低減しない群れに対し

て、大型囲いわなを用いて群れを構成する個体全数を捕獲し、群れ全体を除去すること

を目標とする。 

ただし、群れの排除後に一時的に被害がなくなっても、時間が経過すると隣接して生

息する群れが進出してくる可能性があるため、隣接する群れに対して、継続して追払い

等の被害防除対策を行う必要がある。 

また、群れを餌付けすることになるので、全頭捕獲できずに捕り残した個体がいた場

合、その個体から被害が拡大するリスクがあるので、事前に十分に調整・準備したうえ

で実施を決定すること。 

② 部分捕獲 

群れを構成する個体数が多く、被害対策の実施が困難な群れに対して、わな又は銃を

用いて実施計画に設定する年間の捕獲予定数を捕獲し、群れを縮小して存続させること

を目標とする。 

③ 選択捕獲 

群れを構成する個体のうち、人馴れが進んで住民に対する威嚇や生活被害を繰り返す

など、加害度が高い個体について、主に銃を用いて選択的に捕獲し、群れによる加害を

減少させることを目標とする。 

 

（イ）捕獲方式の選択の考え方 

加害 

レベル 
加害状況 

近隣の群れと

の関係 
群れの大きさ 捕獲方式 

４～５ 

常時、農作物被害

がある。又は、生

活環境被害が発生

し、人身被害のお

それもある 

行動域が 

重複する 

概ね50頭を超える 
部分捕獲 

又は群れ捕獲 

概ね50頭未満 群れ捕獲 

孤立 

概ね50頭を超える 部分捕獲 

概ね50頭未満 
選択捕獲 

又は部分捕獲 

２～３ 
季節的に農作物被

害がある 
 

概ね50頭を超える 部分捕獲 

概ね50頭未満 
選択捕獲 

又は部分捕獲 

０～１ 
被害はないか、ほ

とんどない 
  原則、捕獲しない 

参考：特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン（ニホンザル編・平成27年度） 
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（参考）加害レベルごとの群れの行動 

加害レベル 群れの出没頻度、出没規模、被害内容 

０ サルの群れは山奥に生息しており、集落に出没することがないので被害はない。 

１ サルの群れは集落にたまに出没するが、ほとんど被害はない。 

２ サルの群れの出没は季節的で農作物の被害はあるが、耕作地に群れ全体が出てくることはない。 

３ サルの群れは、季節的に群れの大半の個体が耕作地に出てきて、農作物に被害を出している。 

４ 
サルの群れ全体が、通年耕作地の近くに出没し、常時被害がある。まれに生活環境被害が発生す

る。 

５ 
サルの群れ全体が、通年・頻繁に出没している。生活環境被害が大きく、人身被害の恐れがあ

る。人馴れが進んでいるため被害防除対策の効果が少ない。 

出典：特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン（ニホンザル編・平成27年度） 

 

（５）有害鳥獣捕獲 

被害防止の目的による捕獲は、（１）から（３）の対策への十分な取組みとともに実施し、

捕獲による群れの変化から新たな被害を生むことのないように留意する。 

ア 市町村による被害防止の目的による捕獲 

被害が発生した地域の市町村長が、本計画に基づき31日以上かつ１年以内の捕獲期間でニ

ホンザルの被害防止の目的による捕獲を行う場合には、当該市町村に係る実施計画を市町村

ニホンザル管理事業実施計画作成要領に準じて作成し、原則として年度当初に定めることと

する。 

（ア）実施計画の記載事項 

実施計画には、当該年度における次に掲げる事項を記載するものとする。 

a. 生息状況（群れの名称、行動域、推定生息頭数） 

b. 被害状況（被害作物、被害金額） 

c. 管理の目標（地区毎の被害防除対策、生息環境管理、被害防止の目的による捕獲の方

針） 

d. 捕獲による被害防止に関する事項（捕獲期間、群れごとの捕獲上限数） 

e. 計画期間 

f. 生息分布及び被害区域図 

当該市町村長がニホンザルを対象鳥獣として、特措法第４条第１項の規定による被害防

止計画を定めている場合には、これと整合性を図ること。 

（イ）ニホンザルの被害防止の目的による捕獲等の許可 

ニホンザルの被害防止を目的とする法第９条第１項による捕獲等の許可の申請があった

場合、知事（特措法の規定により許可権限を有する市町村長）は 30 日以内の期間で許可を

行うものとする。 

ただし、実施計画に基づくニホンザルの被害防止を目的とする法第９条第１項による捕

獲等の許可の申請があった場合、知事（特措法の規定により許可権限を有する市町村長）

は１年以内の期間で許可を行うものとする。 

イ 捕獲の方法等 

被害防止の目的による捕獲の主体は市町村を原則とし、捕獲方法は銃器（散弾銃を原則

とする。）又はわなとする。 

その他、被害防止の目的による捕獲許可の基準は、第13次山形県鳥獣保護管理事業計画

の規定による。 

ウ 群れの状況に応じた捕獲の方針 
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市町村が被害防止の目的による捕獲を行う場合、次の方針を参考に捕獲を実施するものと

する。 

ただし、適切な捕獲を行うに当たっては、捕獲対象となる群れの加害状況、群れの行動、

近隣の群れの状況及び群れの規模等の把握が重要であるので、特に群れ捕獲については、特

定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン（ニホンザル編、環境省）に準じて調査等

を行った上で実施することとする。 

（ア）捕獲方式の種別 

上記（４）個体数調整のウ（ア）によるものとする。 

（イ）捕獲方式の選択の考え方 

上記（４）個体数調整のウ（イ）によるものとする。 

 

（６）具体的な目標の設定 

ア 加害する群れの管理 

「５（５）ニホンザル出没の現状」に記載するとおり、令和３(2021)年度に実施した「野

生動物に関する市町村アンケート調査」によると、市町村が把握するニホンザルの群れは 97

群で、これらのほぼ全てが農作物被害、林産物被害又は生活被害のいずれかを発生させてい

る。 

 

(表３) ニホンザルが県内で発生させる被害の種別 

（R3(2021)野生動物に関する市町村アンケート調査） 

  被害種別 

 合 計 農作物 林産物 生活被害 人身被害 被害無し 

出没群れ数 97 95 23 48 3 1 

100％ 98％ 24％ 49％ 3％ 1％ 

群れ・ハナレザル

出没地区数 

162 151 53 61 1 3 

100％ 93％ 33％ 38％ 1％ 2％ 

 

○ 被害（農作物被害・林産物被害・生活被害）を発生させる群れの数 96群 

○ 被害（農作物被害・林産物被害・生活被害）を受けている地区の数159地区 

本県においては、農作物被害、林産物被害又は生活被害のいずれかの被害を発生させる

群れ 96 群を「加害群」とし、これら加害群に対し、上記（１）から（５）の管理を行うこ

とで、これ以上の加害群の増加を防ぐこととする。 

 

イ 農業被害額等の低減 

加害する群れの管理を含む総合的な対策の実施により、農業被害の軽減及び人身被害の防

止を図り、下表のとおり目標を設定する。 

なお、農作物被害額の現状値については、被害額の年による変動が大きいため、平成

29(2017)年度から令和２(2020)年度の平均被害額を設定する。 
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〔農業被害額の低減の目標〕 

地域 現状 

 

目標 

R7(2025)年度 

村山地域 33,527千円 25,100千円 

（75％） 

最上地域    66千円 

 

 50千円 

（75％） 

置賜地域 16,777千円 12,600千円 

（75％） 

庄内地域 10,815千円 8,100千円 

（75％） 

合計 61,184千円 45,850千円 

（75％） 

      ※最上・庄内地域は、現時点で被害が新たに拡大している 

地域のため、暫定的な目標数値とする。 

 

〔人身被害等の低減の目標〕 

地域 項目 現状 

R3(2021) 

目標 

R8(2026) 

村山地域 

加害レベル５相当

の加害群れ数 

13 7（50%） 

最上地域 0 0 

置賜地域 0 0 

庄内地域 0 0 

ウ 被害地区における対策の実施 

令和３年度に実施した「野生動物に関する市町村アンケート調査」によると、県内でニホ

ンザルは21市町村159地区で被害を発生させている。 

本計画においては、イの農業被害額の低減等の目標の達成のため、計画最終年度である令

和８年度までに被害地区における対策を強化するものとして下表の取組み目標を設定する。 

 

〔被害地区における対策実施状況と取組み目標〕 

対策の取組み 
R3(2021) 

実施地区数 

R8(2026) 

実施地区数目標 

【参考】 

対策について「効果あり」と

回答した率 

（Ｒ３アンケートより） 

農作物被害対策（電気柵等侵

入防止柵の設置・管理） 

105地区 

（66％） 

127地区 

（80％） 
99％ 

生息環境管理（刈払い、緩衝

林整備、伐採の実施） 

47地区 

（29％） 

80地区 

（50％） 
91％ 

追払い等（追い払い、テレメ

トリー調査、その他） 

139地区 

（87％） 

151地区 

（95％） 
93％ 
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（７）モニタリング及び目標の管理 

本計画の推進状況を確認するとともに、本県におけるニホンザルの群れやハナレザルの生息

動向や行動変化等の概況を把握するため、次の表に示すモニタリングを長期的に実施するもの

とする。 

県は、モニタリングで得られた情報をもとに、毎年度、特定鳥獣保護管理検討委員会におい

て目標の達成状況等、計画の評価・検討を行い、計画の見直しを検討していく。 

ア モニタリングの内容及び方法 

調査項目 調査内容 調査方法（分担） 

生
息
状
況 

生息動向 里山林における生息動向と行動の変化 
自動撮影カメラを用いた生息動向
調査（県みどり自然課（山形大学
に委託）） 

状況変化 
目撃や被害の発生等変化把握のためのスク
リーニング 

市町村アンケート 
（県みどり自然課（山形大学に分
析委託）） 

被
害
状
況 

農林業被害 
被害の品目（樹種）、面積、被害量、金
額、その他 

農林業に係る被害状況調査 
（市町村、県総合支庁農業振興課
及び森林整備課、県園芸農業推進
課及び森林ノミクス推進課） 

その他被害 発生した日時・場所、被害の内容、その他 
市町村、県警察本部等からの情報
提供（随時） 

捕
獲
情
報 

捕獲個体 
捕獲日時・捕獲方法・場所、性別、年齢、
体重、体長、その他 

捕獲実施者の協力により収集 
（県総合支庁環境課、県みどり自
然課） 

捕獲数 
個体数調整による捕獲数 実施計画、個体数調整及び有害鳥

獣捕獲許可による捕獲数の報告 
（市町村、指定法人） 有害鳥獣捕獲許可による捕獲数 

 

イ 効果検証と改善に向けた活用 

（５）に掲げる目標の達成に向けた管理の取組みの推進を図るため、毎年度、「農林業に

係る被害状況調査」により市町村ごとのニホンザルによる農作物被害状況を、「市町村アン

ケート」によりニホンザルの群れごとの加害状況及び地区ごとの対策取組み状況をそれぞれ

把握して対照し、特定鳥獣保護管理検討委員会で効果検証を行うものとする。 

効果検証の結果については、該当市町村に対し助言として伝達し、翌年度の実施計画の策

定や対策の取組みの推進に資するものとする。 

 

 

 

（１）ニホンザルの捕獲において配慮すべき事項 

わなによりニホンザルの捕獲を行う場合は、わなの設置がニホンザルを農地や集落に誘引す

ることとならないよう、人家又は被害地の近隣への設置は慎重に行うなど、わなの設置場所に

配慮すること。 

また、ニホンザル以外の鳥獣の錯誤捕獲に注意することとし、特にツキノワグマについては

錯誤捕獲のおそれが高く、放獣等の措置が難しいことから、わなによる捕獲にあたっては、設

置場所や餌の選択に注意するものとし、見回りの際には、子グマの錯誤捕獲による親グマから

の襲撃の危険に十分留意すること。 

 

 

８ 第二種特定鳥獣管理計画の実施及び見直しに必要な事項 
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（２）管理の担い手の確保と人材の育成 

ア 被害防除・生息環境管理の普及促進 

農作物被害対策の推進し、地域が一体となった被害対策体制の構築を図るため、侵入防止柵

の設置及び管理並びに集落環境点検等の推進に関する指導者（市町村、総合支庁、農業協同

組合の農業振興・普及・営農指導等の担当職員等）を対象とした研修等を実施することによ

り、地域の実情に合った鳥獣被害防止対策のあり方及び助成制度の活用について習熟した人材の

育成を図る。 

〔関係機関・組織における人材養成に係る主な役割〕 

（県）被害対策等の技術普及（研修の企画等）、被害対策の指導に必要な知識の習得 

（市町村）被害対策の指導に必要な知識の習得 

（農業団体）被害対策の指導に必要な知識の習得 

（教育研究機関）人材養成の計画・経過の評価・指導 

（民間調査機関）研修会等における被害対策の指導 

（農業者等）適切な被害対策等の実施に係る知識・技術の習得 

イ 捕獲の担い手の確保・育成 

ニホンザルの個体数調整を図るため、銃及びわなによる捕獲の技術及び経験を有する担い

手が必要である。長らく続いてきた狩猟者の数の減少は、平成 27(2015)年からは増加に転じ

た。しかし、高齢化の進行により今後再び減少する懸念があることから、県として狩猟者団

体による新規狩猟者の確保・育成の取組みを支援するなど、捕獲の担い手の確保に努めてい

くものとする。 

〔関係機関・組織における人材養成に係る主な役割〕 

（県）新規狩猟者・捕獲者の確保・育成、捕獲の指導に必要な知識の習得 

（市町村）捕獲の指導に必要な知識の習得 

（狩猟者団体）捕獲技術の習得、新規狩猟者の確保・育成 

（民間調査機関）捕獲技術の指導（大型囲いわなによる捕獲等） 

ウ 法人による捕獲等における狩猟免許を有しない補助者の活用 

ニホンザルの効率的な捕獲等を推進するため、法人がニホンザルの捕獲等を目的に従事者

による捕獲隊を編成し、次の条件を満たすと認められるとき、狩猟免許を有しない者が当該

捕獲隊に加わる場合であっても、県は当該法人の申請を受け、法第９条第１項に基づき捕獲

等を許可するものとする。 

（ア）銃器の使用以外の方法により捕獲等を行うこと 

（イ）従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれ、狩猟免許を有しない者は、

狩猟免許所持者の監督下で捕獲等を行うこと 

（ウ）当該法人が従事者に対してニホンザルの捕獲等に関する講習を実施することによりニホ

ンザルの捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること 

 

（３）捕獲個体の処分等 

捕獲した個体については原則として殺処分とし、処分した個体は関係法令を順守し、適切に

処理するものとする。 

 

（４）捕獲許可の権限委譲 

市町村が、特措法に基づく被害防止計画を策定し、ニホンザルの捕獲許可の権限委譲を希望

する場合は、山形県第 13 次鳥獣保護管理事業計画及び本計画と整合性を図ることを基準とし

て、協議のうえ決定する。 
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（５）各主体が果たす役割 

第二種特定鳥獣管理計画の目的を達成するため、地域住民の理解や協力を得ながら、市町村、

県、国等の各機関、狩猟者団体、農業団体等は、相互に密接に連携し、被害防除対策、生息環

境管理、個体数管理（捕獲対策）等の各種施策の実施に取り組むものとする。 

その際は、推進体制図に示す実施体制により、各主体が、それぞれの役割を積極的に担いな

がら、連携・協働してニホンザルの管理を推進するものとする。 

また、モニタリング等の情報は、特定鳥獣保護管理検討委員会において評価・検討を行った

うえで、市町村や関係団体等で構成する第二種特定鳥獣管理連絡協議会等を通じて関係機関へ

フィードバックし、被害対策等に反映していくものとする。 

 

（６）隣接県等との調整 

県みどり自然課は、本計画の推進又は次期計画の策定にあたり、隣接県が定める第二種特定

鳥獣管理計画との調整を図る。 

また、日常的な対策の実施状況についても情報交換を図るとともに、広域的な対策を図る必

要が認められる場合には、実施の条件や方法について十分協議するとともに、実施主体間の調

整について関係する県と連携して対応を図る。 

 

（７）普及啓発、広報活動 

ニホンザルによる農作物被害等を軽減するには、単に捕獲等に依存するだけでは困難である

ことについて、地域の農業者等の被害者が十分に理解し、自らや自らの地域において防除対策

や集落環境点検等の取組みを地道に進めることの重要性について認識を深めることを促すため、

ニホンザルの生態への理解や農林業被害の防除の重要性、防除技術等の習得を図ることを目的

とした研修機会の設定や広報活動を推進するものとする。 

第二種特定鳥獣管理計画の推進にあたっては、幅広い関係者の理解と協力が必要なことから、

県はホームページ等により公表するほか、関連行事等を通じて普及啓発を行う。 
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狩猟者団体 ※２ 
（認定鳥獣捕獲等事業者 
又は同等以上の法人を含む） 

 
関係 

団体 
※１ 

環境エネルギー部 
 

●みどり自然課 

・ニホンザル管理計画の策定 

・モニタリング、情報提供 

・狩猟者の確保・育成支援 

・普及啓発、支援 

農林水産部 
 

●園芸農業推進課 

●農業技術環境課 

・防除対策指導、経費支援 

・技術指導、人材育成支援 

●森林ノミクス推進課 

・緩衝林帯の整備支援 

 

 

【山形県】 

農林業者、地域住民等 
・被害対策 

・生息環境管理 

・出没状況の把握 

・捕獲 ・助言等 

・被害対策 

・生息環境管理 

・出没状況の把握 

・助言等 

市町村 
 

・ニホンザル管理事業実施計画

の策定、見直し 

・モニタリング基礎資料の作成 

・関係者への協力要請等 

連携 

連携 

連携 

連携 

総合支庁   
・基礎情報収集 

・市町村実施計画に関する調整 

・捕獲許可 

・防除技術等の普及、対策指導 

管理の推進体制図 

国 隣県 
環 境 
審議会 

 

第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
連
絡
協
議
会 

特定鳥獣保護管理検討委員会 
※ 有識者及び関係機関により構成 

・計画の推進及び検証 ・計画の見直し 

検討 

依頼 
意見 

捕獲許可 
捕獲報告 

助言、 
支援、 
要請、
指導 

実施状況等 

報告 

※
県
、
市
町
村
、
県
猟
友
会
、
農
業
協
同
組
合
、
森
林
組
合
、
そ
の
他

関
係
機
関
に
よ
り
構
成

（地
域
毎
に
開
催
） 

・
被
害
対
策
や
捕
獲
に
関
す
る
情
報
交
換 

情
報
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク 

情
報
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク 

防除技術等の普及・指導 

捕獲許可 
捕獲報告 

捕獲許可 
捕獲報告 

人材
育成 

※１：農業協同組合、民間調査機関等 
※２：猟友会等 

大学 

協力、連携 

助言、 
支援、 
指導 

被害 
報告 

諮問 

答申 
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資料編【１.用語の解説】 
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1．用語の解説 

・地域個体群・・・・・ 全国的に見るとニホンザルの分布は局所的になっており、サルを個体や群れ単位ではな

く、その局所的な地域集団全体を一つの単位として把握したもので、本県のニホンザルは

東北・関東地域個体群（奥羽、蔵王・吾妻、朝日・飯豊）と鮭川地域個体群に属している。

本計画では県内の分布域を基に、６地域個体群に分類している。 

・群れ・・・・・・・・ 常にまとまって行動するメスとコドモと数頭のオスからなる集団。サルの群れは母系社

会であり、メスは一生その集団で過ごすが、オスは必ず生まれた群れを出る。 

・ハナレザル・・・・・ 群れのメスたちのまとまりの外にいて、群れのサルたちと持続した親和的関係をもたな

いオスのことを群れ外オスという。群れ外サルには、｢非追随オス｣(日常生活の中で群れ

の動きとは独立して行動しているオス)と｢追随オス｣(群れの動きに一時的にせよ継続的に

せよ追随しているオス)がいるが、前者は一般的にハナレザルと呼ばれる。 

・遊動域・・・・・・・ 群れが利用している地域（群れの行動域。ハナレザルを含まない。） 

・遺伝的分布・・・・・ ニホンザルの個体から取り出した遺伝情報（ミトコンドリアＤＮＡなど）を基に、近似

性を分析し、系統図を作成し、それを地理情報に重ねたもの。個体群分布と併せると、行

動範囲等が推定できる。もっぱら種の多様性を見るもので、保護管理手法への利用が期待

されている分野である。 

 

２．（参考）ニホンザルの生態と特徴 

（１）基本的事項 

・日本の固有種であり、世界的にも北限に位置する霊長類（人を除く。）である。 

・本州、四国、九州に生息する。 

・群れを形成して行動する。 

・知能、運動能力に優れ、学習能力が高い。 

・昼行性であり、基本的に日の出から日没まで活動する。夜は樹上で眠る。 

・通常は６歳半くらいで性成熟を迎える。栄養状況が良好であると４歳半で最初の妊娠を迎えることがある。 

・秋に交尾を行い春に出産するという周期を持つ。 

・基本的に一産一仔、通常、２年に１度出産する。 

・自然状態では、長生きするものでは20歳程度まで生きるが、平均寿命は約10歳といわれている。 

・雑食性で、自然界では草、若芽、花、果実などの植物を中心に、昆虫、サワガニなどを食べている。 

 

（２）群れ社会 

・母親とコドモを中心とした母系社会である。 

・群れは定着性が強く、1 年を通して活動する行動範囲（遊動域)を持つ。遊動域は各群れで孤立しており、ひと

つの群れの遊動域には他の群れが入り込まない傾向があると言われているが、重なることもある。 

・通常、オスは生まれた群れを離れる（ハナレザル）。しばらくの間、単独あるいは一時的に形成するオス数頭

のグループで行動するが、その後他の群に合流することが多い。 

・メスは一生を生まれた群れで過ごす。 

・えさの取り合い等で争いが起きることを避けるため、群の個体には序列があるが、群れの行動を完全に掌握す

るようなボスザルは存在しないといわれている。 



資料編【２．関係図表】

目 次

１  年次別農作物鳥獣被害の推移（鳥獣全体） ··························· 23 

２  市町村管理事業実施計画と鳥獣被害防止計画について ················· 24 

３  ニホンザルの捕獲数の推移 ········································· 26 

22



H18

2006

H19

2007

H20

2008

H21

2009

H22

2010

H23

2011

H24

2012

H25

2013

H26

2014

H27

2015

H28

2016

H29

2017

H30

2018

R元

2019

R2

2020

サル 209,039 149,897 96,698 120,973 110,383 94,820 110,692 68,686 93,054 63,671 61,227 59,346 58,854 62,867 63,669
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市町村管理事業実施計画と鳥獣被害防止計画について 

１．市町村管理事業実施計画と有害捕獲実施計画について 

（１）14 市町村が、ニホンザル有害捕獲実施計画を策定している。(R3.12 現在)

【村山地方（６市）】 山形市、上山市、天童市、村山市、東根市、尾花沢市

【最上地方（１村）】 戸沢村

【置賜地方（２市４町）】米沢市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、飯豊町

【庄内地方（１市）】 鶴岡市

２．市町村鳥獣被害防止計画について 

 

 

 

 

（１）市町村鳥獣被害防止計画（ニホンザル対象）は、24 市町村が策定済み。(R3.12 現在)

資料２－２

【鳥獣被害防止計画】

鳥獣被害防止特措法第 4 条第 1 項に規定に基づき、市町村が策定する計画。

鳥獣被害防止計画を策定すると、鳥獣の捕獲許可権限の委譲、地方交付税の拡充、補助事業によ

る支援などが受けられる。計画期間は３年。

【市町村管理事業実施計画】 

鳥獣保護管理法第 7 条の二第 1 項に規定された第二種特定鳥獣管理計画に基づき市町村が作成す

る年度計画。実施計画に基づく捕獲の場合、捕獲期間は 1 年間以内とすることができる。

【有害捕獲実施計画】 

第 13 次鳥獣保護管理事業計画の第四５（１）の規定により、「市町村第二種特定鳥獣管理事業実

施計画」に準拠した当該計画を定め、捕獲を実施する場合は、有害鳥獣捕獲期間を１年以内とする

ことができる。
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サル推定生息数及び捕獲計画

R元 R２ 増減 R２ Ｒ３ 増減 R２ Ｒ３ 増減 R２

1 山形市 610 610 194 194 194 194 28

2 上山市 305 290 △ 15 80 80 80 80 39

3 天童市 195 190 △ 5 50 50 50 50 5

4 山辺町 10 10

5 朝日町 10 10

6 東根市 415 415 60 100 40 100 100 35

7 村山市 122 122 35 50 15 35 50 15 35

8 尾花沢市 415 415 70 120 50 70 120 50 62

小計 1,940 2,042 102 489 594 105 549 614 65 204

9 舟形町 10 10

10 戸沢村 110 110 30 30 1

小計 0 110 110 30 30 10 10 1

11 米沢市 750 785 35 175 150 △ 25 150 150 86

12 南陽市 80 80 15 15 15 15

13 高畠町 340 340 100 150 50 100 150 50 81

14 川西町 100 110 10 30 30 30 30 16

15 小国町 975 1,045 70 245 285 40 245 285 40 211

16 白鷹町 5 5

17 飯豊町 70 70 20 20 20 20

小計 1,905 2,430 525 585 650 65 415 655 240 394

18 鶴岡市 1,000 920 80 450 450 450 450 297

小計 1,000 920 80 450 450 450 450 297

合計 4,845 5,502 657 1,554 1,724 170 1,424 1,729 305 896

捕獲数
市町村名

実施計画における
サル推定生息数

実施計画における
捕獲上限数等

被害防止計画における
捕獲計画数
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捕獲頭数 単位：頭

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

有害捕獲 290 165 108 67 3 7 4 2 0 1 4 478 858 896

個体数調整 33 168 261 462 393 606 466 729 425 492 620 0 0 0

捕獲計 323 333 369 529 396 613 470 731 425 493 624 478 858 896

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

捕
獲
頭
数

年度

有害捕獲

個体数調整

県内におけるニホンザルの捕獲数の推移

3

3 1 3 4

15 31 8

22 36 14 4

8 18 23 6

10 7

3

6

18 8

27

2

12 9 1

12 29 1 2 1

12 12 1 9 9

18 2 7

7 7 5 3 4 3 12

19 9 1 12 ［凡例］

6 11 5 1 4 年度捕獲数（頭）

2 21 7 1 1～5頭

2 33 1 1 6～10頭

2 11～15頭

16～20頭

21頭以上
福島県

日本海

飛島

秋田県

新
潟
県

宮
城
県

鳥海山

月山

飯豊山

白鷹山

朝日岳

面白山

神室山

最上町

尾花沢市村山市

大石田町

東根市
天童市

山形市

上山市

米沢市

白鷹町

南陽市

高畠町
川西町

小国町

飯豊町

西川町

鶴岡市

平成29年度ニホンザル捕獲位置
（総捕獲頭数624頭、うち28頭メッシュ番号不明）

1 1

2 1 8 4 33

1 17 7 46 29 6 6

9 24 27 8 11 1 17

27 15 46 5 35

5

6 4

4 24 1

1

1 1

2 12 1

2 8

19 8 1

21 21 3 11 10

20 13 3 6 6

3 10 7 3

19 13 15 11 2 24 ［凡例］

14 10 3 34 年度捕獲数（頭）

2 16 20 1～5頭

11 2 1 6～10頭

17 36 16 11～15頭

3 16～20頭

21頭以上

福島県

日本海

飛島

秋田県

新
潟
県

宮
城
県

鳥海山

月山

飯豊山

白鷹山

朝日岳

面白山

神室山

最上町

尾花沢市村山市

大石田町

東根市

天童市

山形市

上山市

米沢市

白鷹町

南陽市

高畠町川西町

小国町

飯豊町

西川町

令和２年度ニホンザル捕獲位置
（総捕獲頭数８９６頭、うち３頭メッシュ番号不明）

舟形町

新庄市

鶴岡市 庄内町

朝日町

大江町
寒河江市

山辺町

長井市

金山町

戸沢村

資料２－３
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資料編【３．実施計画関係】
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市町村ニホンザル管理事業実施計画作成要領 

１ 実施計画の作成について 

市町村が、山形県ニホンザル管理計画に基づく数の調整を行う場合には、市町村ニホンザル管理

事業実施計画（以下「実施計画」という。）を【資料３－２様式】により作成するものとする。 

２ 計画書の作成 

（１）実施計画の記載事項

実施計画には、当該年度における次に掲げる事項を記載するものとする。

ア 生息状況（群れの名称、行動域、推定生息頭数）

イ 被害状況（農作物被害（品目及び金額）、人身被害、生活被害）

ウ 管理目標（地区毎の被害防除対策、生息環境管理、個体数調整の方針）

エ 捕獲による数の調整に関する事項（捕獲期間、群れごとの捕獲上限数）

オ 計画期間

カ 生息分布及び被害区域図

当該市町村長がニホンザルを対象鳥獣として、鳥獣被害防止特別措置法に基づく市町村被害

防止計画を定めている場合には、これと整合を図るものとする。 

（２）ニホンザルの数の調整を目的とした捕獲等の許可
実施計画に基づくニホンザルの数の調整を目的として、法第９条第１項による捕獲等の許可

申請があった場合、知事（特措法の規定により許可権限を有する市町村長）は１年以内の期間
で許可を行うものとするが、許可期間は単年度内の期間とすること。

（３）捕獲の方法等
実施計画に基づく個体数調整のための捕獲の主体は市町村を原則とし、捕獲方法は銃器（散

弾銃を原則とする。）又はわなとする。

（４）群れの状況に応じた捕獲の方針
市町村が個体数調整を行う場合、捕獲対象となる群れの規模や加害状況に応じ、捕獲方式を定

め、捕獲を実施するものとする。
（捕獲方式の選択の考え方については、ニホンザル管理計画７(4)参照）

３ 実施計画書と実施報告書の提出について 

（１）市町村長は、原則として年度当初に実施計画書を総合支庁長へ２部提出するものとする。

（２）総合支庁長は、内容を確認後、環境エネルギー部長へ１部提出するものとする。

（３）市町村長は、捕獲した月の結果を翌月７日までに第二種特定鳥獣実施報告書【資料３－３様式】

に捕獲個体調査票【資料３－４様式】を添付して総合支庁長へ１部提出するものとする。また、

捕獲期間満了後は 30 日を経過する日までに結果を総合支庁長へ報告するものとする。

（４）総合支庁長は、内容を確認後、環境エネルギー部長へ（３）の写しを１部提出するものとする。

（５）実施計画の変更を行うときは、（１）及び（２）を準用し、事前に手続きを行うものとする。

４ 第二種特定鳥獣管理計画に基づく数の調整を目的とする捕獲の取り扱い 

捕獲実施主体者が実施計画に基づく捕獲をする時は、関係市町村の実施計画との整合性を確認 

のうえ、｢山形県第二種特定鳥獣捕獲許可事務取扱要領｣｢山形県第 13 次特定鳥獣保護管理事業計 

画｣に基づき、捕獲の事務手続きを行うものとする。 

５ 事業結果の評価・検証 

 県は、実施報告書等をとりまとめ、山形県特定鳥獣保護管理検討委員会に報告し評価・検証を

行い、その結果について第二種特定鳥獣管理連絡協議会等を通じて関係機関にフィードバックし

ていくものとする。また、県は、必要に応じ市町村に対して、実施中の捕獲状況、実施後の効果

等の調査についてについて協力を求めることができるものとする。

資料 ３－１
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（参考様式） 

令和○○年度 ○○市（町、村）ニホンザル管理事業実施計画書

１ 生息状況（頭数は推定頭数。群れの名称は任意、行動域の地名は主なもの） 

群れの名称 頭 数 行 動 域 

A ５０頭 川上、山中 

B ７０頭 川向温泉 

C ３０頭 大沢川上流域 

D ４０頭 大森地区北部 

群れ計 １９０頭 

ハナレザル ２０頭 市全体 

計 ２１０頭 

２ 被害状況 

地区名 群れ名称 被害状況等（農作物、生活被害

等） 

被害作物 被害金額 

イロハ地区 A、B ○○などの農作物被害を繰り返し

発生させている。

果樹、旗作物、

稲 

1,500 千円 

ホヘト地区 C ○○などの農作物被害を繰り返し

発生させている。

大根、豆類 2,000 千円 

チリヌ地区 B、D 人慣れが進み、住民に対する威嚇

や住居への侵入等が見られる個

体がいる。 

果樹 3,000 千円 

計 6,500 千円 

３ 管理目標 

 農地や集落など人の生活領域に接近、侵入することを防止し、被害を発生させる状況を減ら

していくとともに捕獲等の実施により、被害を加える群れ又は個体の数を中長期的に減少させ、

人とニホンザルとの共存を図る。 

地 区

名 

群れ

名称 

管理対策等 

区分 被害防除対策 生息環境管理 個体数調整の方針 

○ ○

地区 

A 群 現状 ・特になし ・放棄・取り残し農作物の

除去の指導 

加害個体の捕獲（８月） 

問 題

点 

・電気柵等への理解

が進んでいない。 

・針葉樹林の荒廃が進ん

でいる。

・遊動域が拡大しつつある。 

対策 ・電気柵等設置につ

いて指導する。 

・放棄・取り残し農作物の

除去の指導 

・森林施業の実施

・加害個体の選択捕獲。

（わな・銃）

地区

名 

群れ

名称 

管理対策等 

区分 被害防除対策 生息環境管理 個体数調整の 

方針 

○ ○

地区 

B 群 現状 ・電気柵、ネットの

設置及び管理

・放棄・取り残し農作物の

除去の指導 

・加害個体の捕獲

（８月）

問題 ・電気柵について、 ・針葉樹林の荒廃が進ん ・遊動域が拡大しつつある。 

資料 ３－２ 
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４ 捕獲等による数の調整に関する事項 

群れの名称 生息頭数 捕獲上限数 捕獲期間 

A 群 ５０頭 ５ ８月～９月 

B 群 ７０頭 ２０ ８月～９月 

C 群 ３０頭 ３ ８月～９月 

D 群 ４０頭 ４ ８月～９月 

合 計 １９０頭 ３２ 

５ 計画期間 

計画期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。 

６ 生息分布及び被害区域図（1/25,000～1/50,000 地形図を使用） 

点 管理不徹底箇所が

ある。 

でいる。 

対策 ・農作物被害が出る

前に施設の管理の

徹底を指導する。 

・放棄・取り残し農作物の

除去の指導 

・森林施業の実施

・部分捕獲。

（わな・銃）

地区

名 

群れ

名称 

管理対策等 

区分 被害防除対策 生息環境管理 個体数調整の 

方針 

○ ○

地区 

D 群 現状 ・電気柵、ネットの

設置及び管理

・放棄・取り残し農作物の

除去の指導 

・加害個体の捕獲

（８月）

問題

点 

・電気柵について、

管理不徹底箇所が

ある。

・針葉樹林の荒廃が進ん

でいる。

・遊動域が拡大しつつある。 

対策 ・農作物被害が出る

前に施設の管理の

徹底を指導する。 

・放棄・取り残し農作物の

除去の指導 

・森林施業の実施

・加害個体の選択捕獲。

（わな・銃）

地区

名 

群れ

名称 

管理対策等 

区分 被害防除対策 生息環境管理 個体数調整の 

方針 

○ ○

地区 

C 群 現状 ・電気柵、ネットの

設置及び管理

・放棄・取り残し農作物の

除去の指導 

・加害個体の捕獲

（８月）

問題

点 

・電気柵について、

管理不徹底箇所が

ある。

・針葉樹林の荒廃が進ん

でいる。

・遊動域が拡大しつつある。 

対策 ・農作物被害が出る

前に施設の管理の

徹底を指導する。 

・放棄・取り残し農作物の

除去の指導 

・森林施業の実施

・加害個体の選択捕獲。

（わな・銃）
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住　所

氏　名

捕獲した数量
（うち非捕殺数）

捕獲年月日 雄雌区分 備　 　考

（　 　）

（　 　）

（　 　）

（　 　）

（　 　）

（　 　）

（　 　）

（　 　）

１

２

３雄雌区分には、「雄」「雌」の別を記載すること。判らない場合は「不明」と記載すること。

　年　月　日付けで許可のあった第二種特定鳥獣の数の調整の目的のための捕獲を下記のとおり実施したので報告
します。

記

【記入上の注意】
捕獲した数量欄の「うち非捕殺数」には、捕獲後に放獣したもの、傷病鳥獣として救護施設に収容したもの等、殺
処分しなかった頭数を記載すること。

捕獲した場所欄には、鳥獣保護区等位置図（通称：ハンターマップ）に記載されたメッシュ番号を記載すること。

（様式第６号）

年　　月　　日

山形県知事　殿

第二種特定鳥獣捕獲実施報告書

捕獲した場所 処置の概要

許可された数量　 　頭鳥獣等の種類　

資料 ３－３
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捕
獲

し
た

ニ
ホ

ン
ザ

ル
に

つ
い

て
、

個
体

ご
と

に
次

の
項

目
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
総

合
支

庁
確

認
欄

（
許

可
の

種
類

を
記

載
）

　
捕

獲
許

可
の

種
類

（
①

、
②

い
ず

れ
か

に
○

を
記

入
）

１
捕

獲
者

①
市

町
村

許
可

(1
)

氏
名

②
県

許
可

(2
)

住
所

６
群

れ
の

状
況

に
つ

い
て

(3
)

電
話

番
号

(1
)

群
れ

の
名

称

２
捕

獲
年

月
日

令
和

年
　

　
月

　
日

　
午

前
・
午

後
時

　
　

分

３
捕

獲
方

法
(2

)
群

れ
の

頭
数

；
　

群
れ

　
　

・
　

　
ハ

ナ
レ

ザ
ル

４
捕

獲
場

所
　

頭

(1
)

地
名

（
通

称
で

も
可

）
（
市

・
町

・
村

）
　

７
処

分
の

方
法

(2
)

鳥
獣

保
護

区
等

位
置

図
（
ハ

ン
タ

ー
マ

ッ
プ

）
の

メ
ッ

シ
ュ

番
号

※
捕

獲
位

置
の

地
図

(２
万

５
千

分
の

１
、

又
は

５
万

分
の

１
程

度
)を

添
付

願
い

ま
す

。
・

埋
設

処
理

・
焼

却
処

理
（
施

設
名

　
）

５
捕

獲
個

体
デ

ー
タ

・
そ

の
他

（
　

）
(1

)
性

別

(2
)

体
重

㎏
※

可
能

な
限

り
は

か
り

を
使

用
く
だ

さ
い

。
※

は
か

り
を

（
使

用
　

・
　

未
使

用
）

(3
)

幼
獣

・
成

獣
の

別
　

幼
獣

　
　

・
　

　
成

獣

※
捕

獲
の

許
可

を
受

け
た

市
町

村
又

は
総

合
支

庁
へ

捕
獲

後
3
0
日

以
内

に
報

告
し

て
下

さ
い

。

オ
ス

　
　

・
　

　
メ

ス
　

　
・
　

　
不

明

銃
器

（
　

　
）
 ・

 　
箱

わ
な

　
　

・
囲

い
わ

な

令
和

　
　

年
度

　
ニ

ホ
ン

ザ
ル

捕
獲

個
体

調
査

票
資料３－４
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